
新
た
な
サ
ー
ビ
ス

運
営
主
体

指
定
訪
問

介
護
事
業
者

指
定
通
所

介
護
事
業
者

生
き
が
い
対
応
型
訪
問

サ
ー
ビ
ス

軽
度
生
活
支
援
員
派
遣

サ
ー
ビ
ス

生
き
が
い
対
応
型
通
所

サ
ー
ビ
ス

高
齢
者
活
動
支
援

サ
ー
ビ
ス

従
前
の
サ
ー
ビ
ス

平
成
27
年
４
月
か
ら

平
成
27
年
８
月
か
ら

高齢者特集

○
後
期
高
齢
者
が
使
用
す
る
公
共
施
設

　
の
使
用
料
が
無
料
に
な
り
ま
す

　
高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
や
社
会
参
加
を
促
進

す
る
た
め
、市
内
７
か
所
の
公
共
施
設
使
用
料
を
無

料
に
し
ま
す
。

対
　
　
象
　

後
期
高
齢
者（
75
歳
以
上
）が
個
人
で
使
用
す
る
場

合
の
使
用
料

対
象
施
設
　

・高
齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー（
さ
く
ら
荘
）

・高
齢
者
活
動
支
援
施
設（
伊
勢
町
・
中
地
区
ふ
れ
あ

い
館
）

・市
民
プ
ー
ル
、屋
内
プ
ー
ル

・シ
ー
ハッ
ト
お
お
む
ら
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム

・お
む
ら
ん
ど（
こ
ど
も
未
来
館
）

手
続
方
法
　

施
設
を
利
用
す
る

際
、生
年
月
日
や

住
所
が
わ
か
る
も

の
を
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。

○
介
護
保
険
の
福
祉
用
具
購
入
費
と
住

　
宅
改
修
費
の
受
領
委
任
払
い
を
開
始

　
し
ま
す
。

　
介
護
保
険
の
福
祉
用
具
購
入
費
と
住
宅
改
修
費

が
、自
己
負
担
額
の
み
を
事
業
者
に
支
払
う「
受
領

委
任
払
い
」が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。利
用
す

る
に
は
事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

※

こ
れ
ま
で
の
償
還
払
方
式
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

○
認
知
症
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し

　
ま
し
た

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
内
に
、「
認
知
症
総
合

相
談
セ
ン
タ
ー
」を
開
設
し
ま
し
た
。

　
認
知
症
の
専
門
家
が
適
切
な
医
療
や
社
会
資
源

に
つ
な
ぐ
支
援
を
行
い
ま
す
。高
齢
者
だ
け
で
な
く
、

若
い
人
の
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

開
設
時
間
：
24
時
間
、３
６
５
日
電
話
で
対
応
し
ま
す
。

　
認
知
症
の
早
期
発
見
の
目
安

　
・
物
忘
れ
が
ひ
ど
い
　
・
判
断
が
衰
え
る

　
・
人
柄
が
変
わ
る
　
　
・
不
安
感
が
強
い

　
・
時
間
や
場
所
が
わ
か
ら
な
い

　
・
意
欲
が
な
く
な
る
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　  

（
出
典
：
認
知
症
と
家
族
の
会
）

■
市
認
知
症
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー 

☎

８
１
４
１

（
市
高
齢
者・障
害
者
セ
ン
タ
ー・地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）

■
第
１
号
介
護
保
険
料
の
軽
減
強
化

　
今
後
、更
な
る
高
齢
化
が
予
想
さ
れ
、介
護
費
用
の
増
加

と
保
険
料
負
担
水
準
の
上
昇
が
避
け
ら
れ
な
い
状
況
で
す
が
、

制
度
を
持
続
可
能
な
も
の
と
す
る
た
め
、低
所
得
者
に
対
し

て
公
費
を
投
入
し
、第
１
号
介
護
保
険
料
の
負
担
を
軽
減
し

ま
す
。

■
訪
問・通
所
系
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
見
直
し

　
要
支
援
１
ま
た
は
２
の
人
を
対
象
と
し
た
介
護
給
付
サ
ー

ビ
ス
を
、市
が
実
施
す
る
介
護
予
防
・日
常
生
活
支
援
総
合

事
業
に
移
行
し
ま
す
。現
在
利
用
し
て
い
る
事
業
所
や
サ
ー

ビ
ス
の
内
容
に
大
き
な
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、今
回
の
見
直

し
で
は
、地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、

介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
人
も
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

※

訪
問
・
通
所
サ
ー
ビ
ス
以
外
を
利
用
す
る
場
合
は
、介
護

　
認
定
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
新
規
入
所
者
の
中
重
度
化

　
居
宅
で
生
活
が
困
難
な
中
重
度
の
要
介
護
高
齢
者
を

支
え
る
た
め
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
新
規
入
所
者
を

原
則
、要
介
護
度
３
以
上
の
要
介
護
者
に
限
定
し
ま
す
。

■
介
護
報
酬
の
改
定
な
ど

　
国
が
定
め
る
介
護
報
酬
が
改
定
さ
れ
、介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
際
の
本
人
負
担
も
変
わ
り
ま
す
。

　
65
歳
以
上
の
皆
さ
ん（
第
１
号
被
保
険
者
）の
介
護
保
険
料
は
、３
年
に一
度

見
直
し
て
い
ま
す
。今
後
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
な
ど
か
ら
見

直
し
を
行
い
、平
成
27
年
度
か
ら
29
年
度
の
介
護
保
険
料
を
改
定
し
ま
し
た
。

　
介
護
保
険
料
は
、被
保
険
者
の
所
得
状
況
な
ど
で
９
段
階
に
分
類
さ
れ
、

各
段
階
の
額
は
基
準
額（
第
５
段
階
の
額
）に
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ

ま
す
。

高
齢
者
の
皆
さ
ん
へ

お
知
ら
せ

決
ま
り

変
わ
り

決
ま
り

変
わ
り

介
護
保
険
料
が

　
　
　
　ま
し
た

介
護
保
険
制
度
が

　
　
　
　ま
す

☆

☆
☆

☆

☆

☆
☆

☆
平
成
12
年
に
施
行
さ
れ
た
介
護
保
険
制
度
は
、３
年
に
一
度

制
度
改
正
を
行
っ
て
い
ま
す
。４
月
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
見
直
し

が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

対象となる人
保険料
段　階

平成27～29年度の年額
（月額）保険料率

基準額×0.5 33,600円
（2,800円）

50,400円
（4,200円）

50,400円
（4,200円）

60,480円
（5,040円）

67,200円
（5,600円）

※基準額

80,640円
（6,720円）

87,360円
（7,280円）

100,800円
（8,400円）

114,240円
（9,520円）

基準額×0.75

基準額×0.75

基準額×0.9

基準額×1.0

基準額×1.2

基準額×1.3

基準額×1.7

基準額×1.5

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第９段階

第８段階

※第1～3段階の保険料は、公費を投入し低所得者層に対する負担軽減措置を平成29年
　度まで実施する予定です。

生活保護受給者、老齢福祉年金
受給者および世帯全員住民税非
課税かつ本人年金収入等80万
円以下等

世帯全員住民税非課税かつ本
人年金収入等80万円超120万
円以下

世帯全員住民税非課税かつ本人
年金収入等120万円超

同世帯員に住民税課税者がいる
人で本人住民税非課税かつ本人
年金収入等80万円以下

同世帯員に住民税課税者がいる
人で本人住民税非課税かつ本人
年金収入等80万円超

本人住民税課税かつ合計所得金
額120万円未満

本人住民税課税かつ合計所得金
額120万円以上190万円未満

本人住民税課税かつ合計所得金
額190万円以上290万円未満

本人住民税課税かつ合計所得金
額290万円以上

■
一
定
以
上
所
得
者
の
利
用
者
負
担
の
見
直
し

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
際
の
利
用
者
負
担
は
１
割
で
す

が
、一定
以
上
の
所
得
が
あ
る
人
の
利
用
者
負
担
を
２
割
に
見
直

し
ま
す
。

■
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
勘
案
方
法
の
見
直
し

　
介
護
保
険
施
設
等
に
入
所
し
た
際
に
か
か
る
費
用
の
う
ち
、

低
所
得
者
の
食
費
や
居
住
費
を
補
助
す
る
特
定
入
所
者
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
要
件
に
、預
貯
金
や
配
偶
者
の
所
得
な

ど
が
勘
案
さ
れ
ま
す
。

■
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
基
準
額
変
更

　
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
限
度
額
を
、医
療
保
険
の
現
役
並

み
所
得
に
相
当
す
る
人
が
い
る
世
帯
に
限
定
し
て
、そ
の
世
帯
の

負
担
の
上
限
額
が
４
４
，４
０
０
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

☆

介
護
予
防
訪
問

介
護
サ
ー
ビ
ス

介
護
予
防
通
所

介
護
サ
ー
ビ
ス

■
長
寿
介
護
課 

☎
⑳
７
３
０
１

■
長
寿
介
護
課 

☎
⑳
７
３
０
１
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新
た
な
サ
ー
ビ
ス

運
営
主
体

指
定
訪
問

介
護
事
業
者

指
定
通
所

介
護
事
業
者

生
き
が
い
対
応
型
訪
問

サ
ー
ビ
ス

軽
度
生
活
支
援
員
派
遣

サ
ー
ビ
ス

生
き
が
い
対
応
型
通
所

サ
ー
ビ
ス

高
齢
者
活
動
支
援

サ
ー
ビ
ス

従
前
の
サ
ー
ビ
ス

平
成
27
年
４
月
か
ら

平
成
27
年
８
月
か
ら

高齢者特集

○
後
期
高
齢
者
が
使
用
す
る
公
共
施
設

　
の
使
用
料
が
無
料
に
な
り
ま
す

　
高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
や
社
会
参
加
を
促
進

す
る
た
め
、市
内
７
か
所
の
公
共
施
設
使
用
料
を
無

料
に
し
ま
す
。

対
　
　
象
　

後
期
高
齢
者（
75
歳
以
上
）が
個
人
で
使
用
す
る
場

合
の
使
用
料

対
象
施
設
　

・高
齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー（
さ
く
ら
荘
）

・高
齢
者
活
動
支
援
施
設（
伊
勢
町
・
中
地
区
ふ
れ
あ

い
館
）

・市
民
プ
ー
ル
、屋
内
プ
ー
ル

・シ
ー
ハッ
ト
お
お
む
ら
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム

・お
む
ら
ん
ど（
こ
ど
も
未
来
館
）

手
続
方
法
　

施
設
を
利
用
す
る

際
、生
年
月
日
や

住
所
が
わ
か
る
も

の
を
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。

○
介
護
保
険
の
福
祉
用
具
購
入
費
と
住

　
宅
改
修
費
の
受
領
委
任
払
い
を
開
始

　
し
ま
す
。

　
介
護
保
険
の
福
祉
用
具
購
入
費
と
住
宅
改
修
費

が
、自
己
負
担
額
の
み
を
事
業
者
に
支
払
う「
受
領

委
任
払
い
」が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。利
用
す

る
に
は
事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

※

こ
れ
ま
で
の
償
還
払
方
式
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

○
認
知
症
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し

　
ま
し
た

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
内
に
、「
認
知
症
総
合

相
談
セ
ン
タ
ー
」を
開
設
し
ま
し
た
。

　
認
知
症
の
専
門
家
が
適
切
な
医
療
や
社
会
資
源

に
つ
な
ぐ
支
援
を
行
い
ま
す
。高
齢
者
だ
け
で
な
く
、

若
い
人
の
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

開
設
時
間
：
24
時
間
、３
６
５
日
電
話
で
対
応
し
ま
す
。

　
認
知
症
の
早
期
発
見
の
目
安

　
・
物
忘
れ
が
ひ
ど
い
　
・
判
断
が
衰
え
る

　
・
人
柄
が
変
わ
る
　
　
・
不
安
感
が
強
い

　
・
時
間
や
場
所
が
わ
か
ら
な
い

　
・
意
欲
が
な
く
な
る
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　  

（
出
典
：
認
知
症
と
家
族
の
会
）

■
市
認
知
症
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー 

☎

８
１
４
１

（
市
高
齢
者・障
害
者
セ
ン
タ
ー・地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）

■
第
１
号
介
護
保
険
料
の
軽
減
強
化

　
今
後
、更
な
る
高
齢
化
が
予
想
さ
れ
、介
護
費
用
の
増
加

と
保
険
料
負
担
水
準
の
上
昇
が
避
け
ら
れ
な
い
状
況
で
す
が
、

制
度
を
持
続
可
能
な
も
の
と
す
る
た
め
、低
所
得
者
に
対
し

て
公
費
を
投
入
し
、第
１
号
介
護
保
険
料
の
負
担
を
軽
減
し

ま
す
。

■
訪
問・通
所
系
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
見
直
し

　
要
支
援
１
ま
た
は
２
の
人
を
対
象
と
し
た
介
護
給
付
サ
ー

ビ
ス
を
、市
が
実
施
す
る
介
護
予
防
・日
常
生
活
支
援
総
合

事
業
に
移
行
し
ま
す
。現
在
利
用
し
て
い
る
事
業
所
や
サ
ー

ビ
ス
の
内
容
に
大
き
な
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、今
回
の
見
直

し
で
は
、地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、

介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
人
も
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

※

訪
問
・
通
所
サ
ー
ビ
ス
以
外
を
利
用
す
る
場
合
は
、介
護

　
認
定
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

■
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
新
規
入
所
者
の
中
重
度
化

　
居
宅
で
生
活
が
困
難
な
中
重
度
の
要
介
護
高
齢
者
を

支
え
る
た
め
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
新
規
入
所
者
を

原
則
、要
介
護
度
３
以
上
の
要
介
護
者
に
限
定
し
ま
す
。

■
介
護
報
酬
の
改
定
な
ど

　
国
が
定
め
る
介
護
報
酬
が
改
定
さ
れ
、介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
際
の
本
人
負
担
も
変
わ
り
ま
す
。

　
65
歳
以
上
の
皆
さ
ん（
第
１
号
被
保
険
者
）の
介
護
保
険
料
は
、３
年
に一
度

見
直
し
て
い
ま
す
。今
後
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
な
ど
か
ら
見

直
し
を
行
い
、平
成
27
年
度
か
ら
29
年
度
の
介
護
保
険
料
を
改
定
し
ま
し
た
。

　
介
護
保
険
料
は
、被
保
険
者
の
所
得
状
況
な
ど
で
９
段
階
に
分
類
さ
れ
、

各
段
階
の
額
は
基
準
額（
第
５
段
階
の
額
）に
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ

ま
す
。

高
齢
者
の
皆
さ
ん
へ

お
知
ら
せ

決
ま
り

変
わ
り

決
ま
り

変
わ
り

介
護
保
険
料
が

　
　
　
　ま
し
た

介
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☆

☆
☆

☆

☆

☆
☆

☆
平
成
12
年
に
施
行
さ
れ
た
介
護
保
険
制
度
は
、３
年
に
一
度

制
度
改
正
を
行
っ
て
い
ま
す
。４
月
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
見
直
し

が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

対象となる人
保険料
段　階

平成27～29年度の年額
（月額）保険料率

基準額×0.5 33,600円
（2,800円）

50,400円
（4,200円）

50,400円
（4,200円）

60,480円
（5,040円）

67,200円
（5,600円）

※基準額

80,640円
（6,720円）

87,360円
（7,280円）

100,800円
（8,400円）

114,240円
（9,520円）

基準額×0.75

基準額×0.75

基準額×0.9

基準額×1.0

基準額×1.2

基準額×1.3

基準額×1.7

基準額×1.5

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第９段階

第８段階

※第1～3段階の保険料は、公費を投入し低所得者層に対する負担軽減措置を平成29年
　度まで実施する予定です。

生活保護受給者、老齢福祉年金
受給者および世帯全員住民税非
課税かつ本人年金収入等80万
円以下等

世帯全員住民税非課税かつ本
人年金収入等80万円超120万
円以下

世帯全員住民税非課税かつ本人
年金収入等120万円超

同世帯員に住民税課税者がいる
人で本人住民税非課税かつ本人
年金収入等80万円以下

同世帯員に住民税課税者がいる
人で本人住民税非課税かつ本人
年金収入等80万円超

本人住民税課税かつ合計所得金
額120万円未満

本人住民税課税かつ合計所得金
額120万円以上190万円未満

本人住民税課税かつ合計所得金
額190万円以上290万円未満

本人住民税課税かつ合計所得金
額290万円以上

■
一
定
以
上
所
得
者
の
利
用
者
負
担
の
見
直
し

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
際
の
利
用
者
負
担
は
１
割
で
す

が
、一定
以
上
の
所
得
が
あ
る
人
の
利
用
者
負
担
を
２
割
に
見
直

し
ま
す
。

■
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
勘
案
方
法
の
見
直
し

　
介
護
保
険
施
設
等
に
入
所
し
た
際
に
か
か
る
費
用
の
う
ち
、

低
所
得
者
の
食
費
や
居
住
費
を
補
助
す
る
特
定
入
所
者
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
要
件
に
、預
貯
金
や
配
偶
者
の
所
得
な

ど
が
勘
案
さ
れ
ま
す
。

■
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
基
準
額
変
更

　
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
限
度
額
を
、医
療
保
険
の
現
役
並

み
所
得
に
相
当
す
る
人
が
い
る
世
帯
に
限
定
し
て
、そ
の
世
帯
の

負
担
の
上
限
額
が
４
４
，４
０
０
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

☆

介
護
予
防
訪
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介
護
サ
ー
ビ
ス

介
護
予
防
通
所

介
護
サ
ー
ビ
ス

■
長
寿
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護
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☎
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０
１

■
長
寿
介
護
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☎
⑳
７
３
０
１
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